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令和元年第２回青森市議会定例会提出案件（本会議３日目提出）  

 

件      名 
提出 

件数 

諮  問 

 

○ 下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について 

 

○ 下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について 

 

○ 下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について 

 

○ 下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について 

 

○ 下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について 

 

○ 下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について 

 

○ 下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について 

 

○ 下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について 

 

○ 下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について 

 

○ 下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について 

 

○ 下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について 
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○ 諮 問 

 

諮問第６号 下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について 

 

下水道使用料の督促処分について、審査請求があったので、地方自治法第２

３１条の３第７項の規定に基づき、諮問するものである。 

 

審査請求の内容  平成２９年度下水道使用料督促処分を取り消すとの決定を

求める。 

督促処分の内容  平成３０年３月分の下水道使用料 

関係法令     地方自治法第２３１条の３第７項 

 

諮問第７号 下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について 

 

下水道使用料の徴収処分について、審査請求があったので、地方自治法第２

２９条第２項の規定に基づき、諮問するものである。 

 

審査請求の内容  平成３０年度下水道使用料徴収処分を取り消すとの決定を

求める。 

徴収処分の内容  平成３０年４月分の下水道使用料 

関係法令     地方自治法第２２９条第２項 

 

諮問第８号 下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について 

 

下水道使用料の督促処分について、審査請求があったので、地方自治法第２

３１条の３第７項の規定に基づき、諮問するものである。 

 

審査請求の内容  平成３０年度下水道使用料督促処分を取り消すとの決定を

求める。 

督促処分の内容  平成３０年４月分の下水道使用料 

関係法令     地方自治法第２３１条の３第７項 

 

諮問第９号 下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について 

 

下水道使用料の徴収処分について、審査請求があったので、地方自治法第２

２９条第２項の規定に基づき、諮問するものである。 

 

審査請求の内容  平成３０年度下水道使用料徴収処分を取り消すとの決定を

求める。 

徴収処分の内容  平成３０年５月分の下水道使用料 

関係法令     地方自治法第２２９条第２項 
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諮問第１０号 下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について 

 

下水道使用料の督促処分について、審査請求があったので、地方自治法第２

３１条の３第７項の規定に基づき、諮問するものである。 

 

審査請求の内容  平成３０年度下水道使用料督促処分を取り消すとの決定を

求める。 

督促処分の内容  平成３０年５月分の下水道使用料 

関係法令     地方自治法第２３１条の３第７項 

 

諮問第１１号 下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について 

 

下水道使用料の徴収処分について、審査請求があったので、地方自治法第２

２９条第２項の規定に基づき、諮問するものである。 

 

審査請求の内容  平成３０年度下水道使用料徴収処分を取り消すとの決定を

求める。 

徴収処分の内容  平成３０年６月分の下水道使用料 

関係法令     地方自治法第２２９条第２項 

 

諮問第１２号 下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について 

 

下水道使用料の督促処分について、審査請求があったので、地方自治法第２

３１条の３第７項の規定に基づき、諮問するものである。 

 

審査請求の内容  平成３０年度下水道使用料督促処分を取り消すとの決定を

求める。 

督促処分の内容  平成３０年６月分の下水道使用料 

関係法令     地方自治法第２３１条の３第７項 

 

諮問第１３号 下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について 

 

下水道使用料の徴収処分について、審査請求があったので、地方自治法第２

２９条第２項の規定に基づき、諮問するものである。 

 

審査請求の内容  平成３０年度下水道使用料徴収処分を取り消すとの決定を

求める。 

徴収処分の内容  平成３０年７月分の下水道使用料 

関係法令     地方自治法第２２９条第２項 
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諮問第１４号 下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について 

 

下水道使用料の徴収処分について、審査請求があったので、地方自治法第２

２９条第２項の規定に基づき、諮問するものである。 

 

審査請求の内容  平成３０年度下水道使用料徴収処分を取り消すとの決定を

求める。 

徴収処分の内容  平成３０年８月分の下水道使用料 

関係法令     地方自治法第２２９条第２項 

 

諮問第１５号 下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について 

 

下水道使用料の徴収処分について、審査請求があったので、地方自治法第２

２９条第２項の規定に基づき、諮問するものである。 

 

審査請求の内容  平成３０年度下水道使用料徴収処分を取り消すとの決定を

求める。 

徴収処分の内容  平成３０年９月分の下水道使用料 

関係法令     地方自治法第２２９条第２項 

 

諮問第１６号 下水道使用料の督促処分に対する審査請求に係る諮問について 

 

下水道使用料の督促処分について、審査請求があったので、地方自治法第２

３１条の３第７項の規定に基づき、諮問するものである。 

 

審査請求の内容  平成３０年度下水道使用料督促処分を取り消すとの決定を

求める。 

督促処分の内容  平成３０年８月分の下水道使用料 

関係法令     地方自治法第２３１条の３第７項 

 


